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１.はじめに 

１ 目的  

このマニュアルは、山梨県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「要綱」という。）

に基づき実施する山梨県災害派遣福祉チーム（以下「山梨ＤＷＡＴ」または「チーム」と

いう）の活動に関して、その具体的な手順を定め、円滑な運用に資することを目的として

作成するものである。 

 

２ 経緯 

  近年、全国各地で多くの災害が発生している中で、災害の直接の被害である「一次被害」

の防止のみならず、長期間にわたる避難所での生活による高齢者や障害者等の体調の悪

化や要介護度の重度化などの「二次被害」の防止の重要性が指摘されてきた。 

  これらの状況を受けて山梨県では、令和４年４月に大規模災害時等に要配慮者への福

祉支援を円滑に行うことを目的として、山梨県、山梨県社会福祉協議会（以下「県社協」

という。）、福祉施設関係及び福祉関係職能の１３団体（以下「協力団体」という。）の計

１５団体による山梨県災害福祉支援ネットワーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）

を設置した。また、福祉専門職で構成する災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ:Ｄｉｓａｓｔ

ｅｒ Ｗｅｌｆａｒｅ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ Ｔｅａｍ）による避難所での福祉支援

体制を整備するため、山梨県災害派遣福祉チーム設置運営要領が定められるとともに、令

和４年１２月にはネットワーク会議構成団体間で山梨県災害派遣福祉チームの派遣に関

する基本協定が締結された。 

 

３ ネットワーク会議の組織体制  

山梨県では、大規模災害時等に要配慮者への福祉支援を円滑に行うため、ネットワーク

会議を設置している。 

   

 【ネットワーク会議の構成】 

ネットワーク会議の構成団体は別表１のとおり。ネットワーク会議の会長は山梨県福

祉保健部福祉保健総務課長が、副会長は山梨県社会福祉協議会事務局長が務め、ネットワ

ーク会議事務局は山梨県福祉保健部福祉保健総務課に置く。 

 

【ネットワーク会議の活動】 

 ネットワーク会議は次に掲げる事項について協議を行う。 

● 山梨ＤＷＡＴについて 

  （１）チーム構成、派遣及び受援等の活動に関すること 

  （２）チーム員の登録及び研修／訓練に関すること 
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  （３）関係機関／団体との連絡・情報に関すること 

  （４）山梨ＤＷＡＴの周知・啓発に関すること 

  （５）その他山梨ＤＷＡＴの派遣に関して必要な事項に関すること 

 ● その他災害時などにおける福祉支援に関して必要な事項に関すること 

 

 【山梨ＤＷＡＴ運営における役割】 

  ネットワーク会議構成団体である、県、県社協、協力団体の山梨ＤＷＡＴ運営における

役割は、以下のとおりである（山梨県災害派遣福祉チーム設置運営要領第７条）。 

 

県   ：被害情報を収集し、被災市町村（現地災害対策本部）等関係機関との連絡調整

を行うとともに山梨ＤＷＡＴの派遣の要否を判断し、山梨ＤＷＡＴの派遣を

県社協に要請する。 

県社協 ：山梨ＤＷＡＴの事務局としてチームを編成し、派遣の手続きを行うとともに、

適宜、関係機関と連絡調整等を行い、被災地に派遣された山梨ＤＷＡＴの後方

支援を行う。 

協力団体：チーム員の派遣又は派遣調整を行う。 

 

別表１ 

福祉施設関係団体 

山梨県社会福祉法人経営者協議会 

山梨県知的障害者支援協会 

山梨県身体障害者施設協議会 

山梨県精神障がい者地域生活支援ネットワーク 

山梨県老人福祉施設協議会 

山梨県老人保健施設協議会 

児童養護施設部会 

山梨県保育協議会 

日本保育協会山梨県支部 

福祉関係職能団体 

一般社団法人山梨県社会福祉士会 

一般社団法人山梨県介護福祉士会 

一般社団法人山梨県介護支援専門員協会 

山梨県精神保健福祉士協会 

山梨県医療ソーシャルワーカー協会 

その他団体 
社会福祉法人山梨県社会福祉協議会 

山梨県 
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４ 山梨ＤＷＡＴについて 

 

 山梨ＤＷＡＴの活動目的 

   大規模災害発生時に、避難所（指定一般避難所及び指定福祉避難所並びに協定によ

る福祉避難所又は協定・届出避難所も含まれる。）に避難する要配慮者または在宅及び

自家用車並びに被災した社会福祉施設等その他地域で生活する要配慮者に対して必要

な福祉的支援を行い、生活機能の低下や災害関連死などの二次被害の防止を図る。 

 

 【要配慮者】 

  災害時に自力で避難等が困難な方で、配慮や支援が必要な高齢者、障がいのある人

（身体・知的・精神等）、乳幼児、児童、妊産婦など。 

 

 【指定一般避難所】 

    被災者が一定期間滞在する場であり、円滑な救援活動を実施し、また一定の生活環境 

を確保するため、公共施設等のうち市町村長が指定する指定避難所のうち、福祉避難

所を除くもの。 

 

 【福祉避難所】 

  要配慮者のための避難所であり、指定一般避難所等で生活することが困難な要配慮者

が、避難所での生活において特別な配慮が受けられるなど、要配慮者の状況に応じて安

心して生活できる施設。 

  ● 指定福祉避難所 

市町村が災害対策基本法等で定める基準に適合すると判断した避難所であり、要配

慮者の円滑な避難につながるよう、公示が義務となっており、個別避難計画で避難先

とすることにより必要な支援の準備が可能 。 

  ● 協定による福祉避難所 

老人福祉施設、障害者支援施設等の施設、保健センター等であって、指定避難所と

して指定していないが、市町村が一定の施設、設備、体制等の整った施設として、

事前の協定等により福祉避難所として確保している施設。 

  

 【協定・届出避難所】 

  指定避難所として指定していない施設で、発災時に近隣の人が集まると想定される場

合に、事前に市町村と協定や届出を結んでいる施設。避難所運営は地域コミュニティ

に委ねることが想定されるが、行政も物資の提供など必要な支援を行うこととされて

いる。 
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山梨ＤＷＡＴ事務局（以下「ＤＷＡＴ事務局」という。） 

  チームの編成及び派遣調整などの後方支援を行うために、県社協にＤＷＡＴ事務局

が設置されている。 

 

チーム員（福祉職）の資格・職種 

チーム員（福祉職）は、別表２に掲げる資格を持つ又は職種に就いている者であって、

原則として当該資格又は職種に係る実務経験が３年以上あり、山梨ＤＷＡＴ登録時研

修を終了した者である。 

 

別表２ チーム員の資格・職種 

 

区分 名称 

国家資格又公的資格 
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、 

介護支援専門員、保育士、ホームヘルパー 

職種 
相談支援専門員、介護職員、生活相談員、生活支援員、 

保育士、保育教諭、地域包括支援センター職員等 

その他 特に山梨県知事が認めた者 

 

チーム員（事務職）の資格・職種 

   チーム員（事務職）は、必須の資格等はなく、事務職の実務経験が１年以上あり、山

梨ＤＷＡＴ登録時研修を終了した者である。 

 

チーム編成  

● 実際の災害状況による個々の出動可否の状況等を鑑み、派遣決定時にＤＷＡＴ事

務局が編成を行う。 

● ＤＷＡＴ事務局は統括ＤＷＡＴを指名し、統括ＤＷＡＴはチーム編成時の助言等

事務局を補助しつつ、チームの代表として関係支援団体との連絡調整を行う（山梨

県災害派遣福祉チーム設置運営要領第４条）。 

● ＤＷＡＴ事務局は、チーム員登録者から、リーダー候補を予め選定しておく。 

● 原則、１チームはリーダー、その他のチーム員を含め 4～6 名にて女性を含め編

成する。チーム員の職種・資格については、派遣される時期や現地のニーズにもよ

るが、概ね高齢分野 2～3 名、障害分野 1～2 名、児童分野等 1～2 名を基準と

する。 

  ● チーム員の居住地を考慮し、甲府、中北地域、峡東地域、峡南地域、富士五湖地域

及び東部地域の地域ごとに、災害の状況に応じてチーム員を編成するよう努める。  

  ● 必要に応じて、活動に必要な連絡、調整、情報収集などの後方支援業務を担当する
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チーム員（事務職）をチームに編成する。 

 

※本隊チームの派遣を判断するため、先遣調査チームを派遣する場合がある。先遣調査

チームは、チーム員・ＤＷＡＴ事務局員を中心として編成し、被災市町村災害対策本

部や避難所の状況等の情報収集に努め、ＤＷＡＴ事務局に報告する。 

 

現地での活動イメージ 

 

 

リーダーの役割  

リーダーは、ＤＷＡＴ事務局指示のもと、被災市町村災害対策本部、派遣先避難所の

運営・管理者、他職種（チーム）等との調整窓口や業務の立案等を行い、総括する。チ

ーム員の安全確保を図りつつ、役割分担と業務手順を組み立てていく。 

● 被災市町村災害対策本部・避難所運営・管理者等との調整 

● ＤＷＡＴ事務局との調整 

● 避難所内連絡会議等を通じた他職種（チーム）との調整 

● 具体的な業務の立案、ルーチン化 

● その他チームに係るマネジメント 

 

チーム員に望まれるスキル  

ネットワーク会議

ネットワーク会議事務局

（⼭梨県福祉保健総務課）

被災市町村

災害対策本部

他職種チームなど
DMAT

DPAT

DHEAT

･･･

避難所

【チーム】
チームリーダー

チーム員

チーム員

チーム員

チーム員

避難所運営・管理者

DWAT事務局

（⼭梨県社会福祉協議会）

統括DWAT

報告 指示

情報交換

連絡・調整

活動承認

情報交換

指示

連絡・調整
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(１) 要配慮者のスクリーニング及びニーズ把握を行い、対象となる要配慮者の各種

相談に応じることができる者 

(２) 介護等の支援の他、避難所等の環境の調整又は整備について福祉的な視点で助

言等を行うことができる者 

(３) 連絡調整及び情報収集を行い、中長期支援への橋渡しを担うことができる者 

身分・費用負担等  

派遣に係る費用負担や職員の身分については、下記のとおりとなる。 

● 県が負担するチーム員の派遣費用 

① 日当（原則、山梨県災害救助法施行細則に規定する「保健師、助産師、看護師、

准看護師及び歯科衛生士の日当」に準ずる） 

② 超過勤務手当 

③ 旅費 

④ 車両の使用に係る燃料代 

⑤ 活動に必要な消耗品や備品購入費で県またはＤＷＡＴ事務局が認めるもの 

● チーム員は、所属する法人・施設の職員の身分をもってチームの業務に従事する。

ただし、法人・施設等に所属していない者については、個人として従事するものと

する。 

● 法人・施設の職員として参加するチーム員の費用については、法人・施設への支給

を、個人として参加するチーム員の費用については個人への支給を原則とする。 

● チームの業務に係る業務上災害又は通勤災害については、労災保険の適用がある

ものとするが、労災保険が適用されない場合には、傷害保険により保険給付を行う。 

● 県はチーム員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担するものとする。 

  保険契約内容は、以下の条件を原則とする。 

 【傷害保険】 

  死亡後遺障害保険金額 100,000,000 円、入院保険金日額   15,000 円 

  通院保険金日額       10,000 円、天災危険補償特約付き 

 【賠償責任保険】 

  １事故１億円（対人・対物共通）、被害者対応費用担保・人格権侵害担保   

 

チーム員の登録及び研修  

チーム員の登録までの流れは次のとおりである。 

 ① 県社協から協力団体へ候補者の推薦を依頼。 

 ② 協力団体の内、福祉施設関係団体は、自らの団体に所属する施設や法人等に働きかけ

てチーム員候補者を取りまとめ、山梨県災害派遣福祉チーム協力施設等届出書（様式

第１－１号、様式第１－２号）及び山梨県災害派遣福祉チーム員候補者登録票（様式

第２－１号）を県社協に提出する。県社協は届出により山梨県災害派遣福祉チーム協
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力施設等一覧（様式第４号）を作成する。 

   協力団体の内、福祉関係職能団体は、所属する会員のうち、福祉施設関係団体に所属

していない者について、チーム員候補者を取りまとめ、山梨県災害派遣福祉チーム協

力会員等届出書（様式第３号）及び山梨県災害派遣福祉チーム員候補者登録票（様式

第２－２号）を県社協に提出する。 

   協力団体に所属していないチーム員候補者は、山梨県災害派遣福祉チーム員候補者

登録票（様式２－３号）を県社協に提出する。 

 ③ チーム員候補者は「山梨ＤＷＡＴ登録時研修」を受講。県社協は登録時研修を終了し

たチーム員を山梨県災害派遣福祉チーム員登録者名簿（様式第５号）に登録するとと

もに、山梨県災害派遣福祉チーム員登録証（様式第６号）を交付する。 

 

● ネットワーク会議は、チーム員の技術の向上等を図るため、研修及び訓練の機会の

確保に努め、県又は市町村が防災訓練等を実施する場合、チーム員の参画を求める

ことができるものとする。 

 

協力団体を通じて登録を行う場合の災害派遣福祉チームの登録までの流れ 

 

 

  ● 協力団体または協力団体に所属していないチーム員は、チーム員登録後に届け出

事項に変更が生じたときは、速やかに山梨県災害派遣福祉チーム員変更・脱退届出

書（様式第７－１号、様式第７－２号、様式第７－３号）を県社協に提出するもの

とする。 

  ● 県社協は、チーム員について、チーム員活動等における法令違反や公序良俗に反す

る行為等が認められ、チーム員として登録を継続することが適当でないと判断し

たときは、当該登録者を届け出た協力法人等と協議の上、登録を抹消し、登録者名

簿から削除するものとする。 

● チーム員は、チームを脱退あるいは登録を抹消等された場合、直ちに登録証を県社



 

９ 
 

協に返還するのとする。 

● チーム員は、登録証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに山梨県災害派遣福祉チ

ーム員登録証再交付申請書（様式第８号）を県社協に提出し、新たな登録証の再交

付を受けなければならない。 
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２.派遣想定  

１ 想定される災害  

地震・津波・風水害（台風・大雨・竜巻）・火山噴火・雪害など。 

 

２ 派遣基準 

  チームの派遣は次のいずれかに該当する時に行うものとする（チーム運営要領第６条）。 

１．県内で災害救助法（昭和２２年法第１１８号）が適用される又は適用される可能性が

あると認められる規模の災害（大規模災害）が発生したとき。 

 ２．避難所等を設置する被災地の市町村から県に対してチームの派遣要請があっ 

たとき 

 ３．国又は他都道府県から県に対して山梨ＤＷＡＴの派遣要請があったとき。 

 ４．上記以外で、緊急性があり,チームを派遣することが必要であると認められるとき。  

   なお、チーム員派遣に係る要請は、山梨県災害派遣福祉チーム員派遣要請書（様式第

１０号）により行う。ただし、災害の状況等により要請書の作成を省略し口頭により

要請することができる。 

 

３ 想定される期間  
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● チームの派遣期間は、原則として災害の初期（発災後概ね３日後から１か月）とする。

ただし、必要に応じて期間を延長することができる。 

● 活動期間は、原則として災害の初期（発災後５日間～１か月程度）とし、１チームあ

たりの活動期間は概ね移動日を含む５日間とする。 

● 災害規模によっては発災初期に複数のチームが複数の被災地に派遣されることも想

定される。 

● １避難所に対し、２次・３次チームを派遣する場合は引継ぎ時間を確保しつつシフト

する。 

 

派遣のシフトの例 

 

     

 ● 活動時間は 8 時間程度を基本とするが、活動開始及び終了時間については、避難所の

状況に応じて設定することとする。 

● 中長期支援への橋渡しや現地支援者への引継ぎが可能となるなど一定の目途が立ち、

応急的支援の必要性が少なくなったと判断した場合、引き上げ（撤収）となる。 

 ● チームの派遣期間が終了した場合でも、継続的な支援が必要であればネットワーク

会議で支援活動を引き継いでいく。 

 

４ 想定される活動場所  

● １次的な避難所（指定一般避難所等）及び２次的な避難所（指定福祉避難所等）、そ

の他の要配慮者を受け入れる施設等での活動が想定される。状況によっては、在宅及

び自家用車並びに被災した社会福祉施設等でも活動する場合がある。 

● 基本的には、被災市町村災害対策本部の指示のもと派遣先が選定されることを想定

しているが、被災市町村災害対策本部の指示がない場合等は、状況に応じて県が判断

する。 

  

５ 想定される支援対象者(要配慮者)  

① 高齢者 

② 障害児・者 

③ 難病等疾患がある方、アレルギーがある方 

④ 妊産婦 

⑤ 子ども 

チーム １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 １０日目 ･･･

１次 移動
引継
移動

２次
移動
引継

引継
移動

３次
移動
引継
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⑥ 精神的に不安定 

⑦ その他、生活環境の変化により支援が必要な方 

 

６ 想定される活動  

● 初期対応の例 

・福祉相談体制の確立（避難所内相談窓口のサポート等） 

・スクリーニング（簡易的アセスメントによる要配慮者の選別） 

・優先的移送対応（緊急入所・福祉避難所への移送等のコーディネイト） 

・福祉避難室確保（避難所内での別室対応） 

● その後の活動例 

・相談支援（アセスメント・支援方針の策定等） 

・ニーズの掘り起こし（要配慮者の発見等） 

・環境整備（個々の生活空間、共有スペース等の改善） 

・衛生対策（排泄・入浴・口腔ケア・感染対策等） 

・情報提供（特別な配慮が必要な方等への対応） 

・生活支援（食事・排泄等の介助・見守り など） 

 

７ 想定される必要な資機材の例  

● 出動に際し、ＤＷＡＴ事務局が準備する資機材は様式災第２号のとおりである。 

● その他必要な資機材については、状況に応じてチームと被災市町村災害対策本部が

調整のうえ手配する。 

● 活動は自己完結を基本とするが、市町村の備蓄、支援物資等で調達できるものについ

ては、被災市町村災害対策本部(又は避難所運営・管理者)と連絡を取り、必要な物資

を提供・購入してもらう。 
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３.県及び県社協（ＤＷＡＴ事務局）の活動  

 

１．県の平常時の役割 

 ● 国、都道府県、各市町村、庁内部局との連絡調整 

 ● ネットワーク会議の開催 

 ● マニュアルの作成及び改訂 

 ● 各市町村等に対するチームの活動の周知啓発 

 

２．県社協（ＤＷＡＴ事務局）の平時の役割 

 ● チーム員の募集、登録 

 ● チーム員研修の実施 

 ● マニュアルの作成及び改訂 

 ● 派遣用備品の管理 

 

３．大規模災害時の県の役割 

 ● 被災地の情報収集 

 ● 被災市町村災害対策本部との調整 

 ● 国、都道府県、各市町村との連絡調整 

 ● チームの要否の判断、チームの派遣決定、法人・施設への派遣要請 

 ● 派遣に係る経費の調整（国、都道府県、市町村） 

 

４．大規模災害時の県社協（ＤＷＡＴ事務局）の役割  

 ● チームの編成（募集・選定） 

 ● チームの派遣に係る手続き 

 ● 派遣に係る経費の調整（法人・施設、チーム員） 
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４.平常時のチーム員の活動  

１ 連絡先の把握  

● ＤＷＡＴ事務局、ネットワーク会議事務局（県福祉保健総務課）、所属施設・施設の

所属団体事務局の連絡先を把握しておく。 

● 出動を想定し、所属長、家族に同意を得るための連絡ルートを確保しておく。 

 

２ 個人携行品の準備  

● 出動を想定し、チームに準備される資機材並びに、個人が準備する物品の例（別表３

及び様式災第２号）を参考に、生活用品・支援活動・情報収集等に必要な物品につい

て、最低 5 日間分を直ぐに持ち出せるよう備えておく。 

 

 【別表３】 個人が準備する物品の例（※印は必須）  

用途 物品 

  衣 
履きなれた外・内靴（靴底の厚いもの）、下着（冬季は重ね着できるもの）、ソ

ックス、活動に適した上着（洗濯・乾燥しやすい物等）、帽子、防寒具 

生活 食 
携行食※、箸※・スプーン・紙皿、水筒、糖分・ビタミン・カルシウム補給食品、

常用薬（多めの予備を） 

  住 
衛生用品（マスク※、洗面用具※、タオル類※、洗濯ロープ・バサミ・洗剤※、

携帯用ティッシュ※、生理用品）、娯楽用品（本・ゲーム）、 

支援活動 

ウエストポーチ、事務用品、防水用袋（パウチ付など）、多目的袋（レジ袋・エコ

バックなど）、保温・熱中症対策ができるもの（使い捨てカイロや吸熱シート

等）、虫よけスプレー、携帯用手指消毒液 

情報収集 
地図、携帯電話※（テレビ）・充電器※、テレホンカード、充電池・車載アダプタ

ー、携帯型 PC 

貴重品等※ 免許証、チーム員証、所属施設身分証、健康保険証、名刺、現金 

 

３ 情報収集  

● 情報ツールは常に使用できる状態にしておく。 

● 近隣の福祉施設、避難所等、社会資源を把握しておく。 

● 災害情報や災害対応についての知識など、日ごろから情報収集に努め、出動の際や活

動時に役立てられるようにする。 

● 本マニュアルを定期的に確認する。 

 

４ 研修等への参加  

● 応用研修や、県又は市町村の防災訓練への参加を通じて技術の向上等を図る。 
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実務編 
 

支援活動における４つの基本的な心構え 

 

① 自己完結的活動を基本とする 

 被災者のための活動をしている被災地の関係社も被災者である。現地の受け入れ側に負

担をかけない支援を心がける。 

② 被災地の意向に寄り添う 

 自分がやりたいことではなく、「必要とされている活動」を行う。また、専門性にこだわ

らず、「できる範囲のこと」を「柔軟」に対応する。 

③ 被災者・被災地の福祉の自立を促進 

 行っている活動が自立を妨げていないか注意する。また、チームの活動は有期限（１チー

ム概ね３～５日間）であることから、適切な時期に適切な方法で地域の関係者に移行して

いくことを意識する。 

④ あらゆる職種との連携を図る 

 個人やチームでできることは極めて限られる。「連携」と「つなぎ」を意識市、課題の早

期解決とより良好な対応策を講じる。特に保健・医療関係者との連携を密にする。 

 

 

 

災害支援の３原則 

 

“被災者中心” 

“地元主体”  “協働” 
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５.災害発生時のチーム員の活動  
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発災から出動までの体制に関するチェックリスト 

 

  ＤＷＡＴ事務局 チーム員 活動項目 頁 

発
災
⺶
数
日
程
度 

・ 法人・施設及びチーム員へ待

機連絡 
待
機 

□ 家族、法人・施設、職場の同意を取り、連

絡手段を確認 

18 

  □ 災害及び被災地の情報を収集   

  □ 個人携行品の準備をする   

・ 派遣決定後、法人・施設及び

チーム員へ出動可否を照会 
派
遣
確
認 

□ 自分が派遣に耐えうる体調かセルフチェ

ック 
 19 

  □ 法人・施設の同意確認・勤務調整を行う   

・ 派遣チーム員決定 □ チーム集合場所・時間を確認し、集合場所

までの移動手段を確保 

  

・ 集合場所等を法人・施設及び

チーム員へ連絡 
    

派
遣
確
認
⺶
数
日
程
度 

・ 被災地までの交通手段・宿泊

先等を手配 

出
動 

□ ① オリエンテーション  20 

  □ ② 個人携行品のチェック・積み込み   

・ 備品等の準備         
 

          

            

            

            

            

            

            

            

    

  

    

  

 

 

○ 災害発生時のチーム員が所属する法人・施設の活動 

 ・チーム員の派遣の可否の確認及び勤務調整 

 ・チーム員との連絡手段の確認 

 

【ＤＷＡＴ事務局及びチームリーダーを中心に】 

□ ① 活動方針の確認  

□ ② 現地関係者、ＤＷＡＴ事務局、チーム員との連絡方法の確認    

         （手段、時間）  

□ ③ 不足している情報の収集  

□ ④ 食料（調達方法等）の確認  

□ ⑤ 移動経路（計画）の確認  

□ ⑥ 車両の運行前点検  

□ ⑦ チーム携行品のチェック・積み込み  
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被災地到着から引き上げまでの体制に関するチェックリスト 

  ＤＷＡＴ事務局 チーム員 活動項目 頁 

ビ
被
災
地
到
着
時
ピ 

・ 現地からの情報収集 

情
報
収
集
ヅ
計
画
作
成 

□ (1) 被災市町村災害対策本部との確認  21 

・ 関係法人・施設に情報配信    （活動承認、方針、指揮命令系統 等）   

・ 不足機材の購入 □ (2) 避難所での情報収集  22 

・ 第 2 次、第３次派遣者、法人・

施設への連絡調整、派遣準備 

   （ライフライン、避難者数、他団体 等）   

  □ (3) 活動避難所での確認  2４ 

     （避難所運営体制、連絡会議の有無 等）   

    □ (4) 生活環境の確保  25 

       （宿泊場所、避難経路の確認 等）   

    □ (5) 計画作成など  25 

       （計画作成、報告・周知 等）   

㖵
日
程
度 

    

活
動
初
期
対
応 

□ (1) 相談体制の確立  26 

       （福祉相談担当者の配置、周知 等）   

    □ (2) 緊急的ニーズの発見  27 

       （スクリーニング、支援者名簿作成 等）   

    □ (3) 優先的な移送  27 

       （病院、福祉施設・避難所への移送 等）   

    □ (4) 必要物資の確保  28 

       （医療・福祉用具、アレルギー特別食 等）   

    □ (5) 福祉避難室の確保  28 

       （管理者との協議、福祉避難室の設営 

  等） 
  

    

活
動
⼵
実
際 

□ (1) 相談支援  32 

       （アセスメント、巡回、生活相談 等）   

    □ (2) 環境整備  33 

       （生活空間の整備、バリアフリー化 等）   

    □ (3) 生活支援  35 

       （情報の提供・収集、健康管理 等）   

    □ (4) ルーチン業務  37 

       （ミーティング、記録、健康管理 等）   

最
終
日 

・ 派遣費用の精算 
引
⼔
上
⼙ 

□ (1) 引き上げ  37 

・ 資機材の片付け    （引継ぎ、撤収）   

・ 派遣活動報告 □ (2) 帰任  38 

       （報告書作成、メンタルヘルスケア）   
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１ 待機・派遣確認  

（１） 待機  

待機とは、出動することを前提とした体制確保であり、以下の場合、チーム員は、Ｄ

ＷＡＴ事務局からの指示があった場合に速やかに出動できるよう準備を行うものとす

る。 

１．山梨県内に特別警報が発表された場合 

２．その他、国内で災害派遣福祉チームの出動を要すると判断されるような災害が発 

生した場合 

３．ＤＷＡＴ事務局から待機要請があった場合 

 

 

資料 【気象庁 「特別警報」発表基準 （気象庁 HP より）】 

 

現象の種類 基準 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強風や同程度の温帯低

気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹く

と予想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

 

現象の種類 基準 

津波 
高いところで 3 メートルを超える津波が予想される場合 

（大津波警報を特別警報に位置づける） 

火山噴火 
居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 

（噴火警報（居住地域）を特別警報に位置づける） 

地震 

(地震動） 

震度６弱以上または長周期地震動階級４の大きさの地震動が予想される場合 

（緊急地震速報（震度６弱以上または長周期地震動階級４）を特別警報に位置づ

ける） 

 

 

● 待機要請は一斉メール等にて、ＤＷＡＴ事務局から行う。 

※着信があったチーム員は参集の可否について返信する。 

※参集可能との返信があったチーム員の中から、ＤＷＡＴ事務局でチーム編成を

行うことになる。 
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● 派遣には労働災害等のリスクはあるため、家族には、派遣が予想されることを伝え、

同意を取り付けておく。 

● 法人・施設・協力団体との連絡ルートを確保する。 

● 出発前のオリエンテーションでも情報提供はあるが、個人でも現地の天候や災害

情報の収集を行い、携行品などの出動に係る準備を行う。 

● 被災市町村のチーム員は、可能な限り地域の被災情報を、客観的事実を基に（様式

災第４号）やメール等でＤＷＡＴ事務局等に発信する。 

 

（２） 派遣確認  

● 派遣要請の連絡は、「待機」指示同様、一斉メール等を通じて行われる。 

※ 原則として「派遣要請」メールは、待機指示メールにより参集できると返信があ

ったチーム員に対して送信され、集合場所・時間、チーム編成が指示される。 

※ 派遣チーム員は、集合場所への到着状況等もＤＷＡＴ事務局に報告すること。 

● 派遣要請を受けた場合、まずは被災地の天候状況等も踏まえて自分の健康状態を

確認する。派遣に適さない状態であれば決して無理をせず、辞退を申し出る。 

● 出動する場合は、法人・施設の同意を確認し、勤務調整等を行う。 

● ＤＷＡＴ事務局等と連絡を取り合い、集合場所・時間を確認するとともに、集合場

所までの交通手段の確保をする。 

● 広域停電や通行止めなどの交通状況により、集合できない場合は、早めにＤＷＡＴ

事務局等と連絡を取り、対応策を検討する。 

 

チーム派遣までの流れ 
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２ 出動  

（１） 全員対象  

① オリエンテーション 

● 集合場所に到着後、山梨県災害派遣福祉チーム派遣指示書（兼オリエンテーション

シート）（様式災第１号）により、ＤＷＡＴ事務局から説明を受ける。 

② 個人携行品のチェック・積込み 

● 荷物はできる限りコンパクトに。他のチーム員と共有できるものがないか確認する。 

● 個人の携行品は現地での調達は考えず不足の物があればＤＷＡＴ事務局に手配を

依頼する。 

（２） ＤＷＡＴ事務局及びリーダーを中心に  

① 活動方針の確認 

● 被災市町村災害対策本部から示された情報、ＤＷＡＴ事務局からの指示内   

  容 

● 活動期間、チーム員、活動予定、派遣延長・引き上げ条件 

② 現地関係者、ＤＷＡＴ事務局、チーム員との連絡方法の確認（手段・時間） 

● 関係者連絡先一覧を作成し、関係者の連絡先を共有する。 

③ 不足している情報の収集 

● 出発時間に余裕がある場合は、不足している情報の収集にあたる。 

④ 食糧（調達方法等）の確認 

● ＤＷＡＴ事務局・チーム員が準備した食糧を考慮し、食糧等の確保について検討す

る。 

⑤ 移動経路（計画）の確認 

● 現地までの交通情報、給油所情報を考慮し、移動の計画を作成する。 

⑥ 車両の運行前点検 

⑦ チーム携行品のチェック・積込み 

● 現地の状況を踏まえ携行品を精査し、チーム携行品チェック表（様式災第２号）に

より、チェックした上で積み込む。チェック表はＤＷＡＴ事務局に控え（コピー・

画像保存）を残す。 
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３ 被災地到着時の動き  

（１） 被災市町村災害対策本部との確認  

① 派遣活動の登録・承認 

● 被災市町村災害対策本部（チームの窓口として福祉担当部局が想定される）に山梨

県災害派遣福祉チーム派遣指示書（兼オリエンテーションシート）（様式災第１号）

を提示する。 

● 派遣について、事前に被災市町村災害対策本部の承認が取れていれば、被災市町村

災害対策本部の担当者に確認のもと必要な手続き等を済ませる。 

● 事前に被災市町村災害対策本部の承認が得られないまま派遣を受けた場合は、被災

市町村災害対策本部の担当者にチームの活動主旨や体制を十分説明した上で、調整

を図る。 

● この時点で活動計画が提示できる状況であれば、山梨県災害派遣福祉チーム活動計

画書（様式災第３号）にて被災市町村災害対策本部に報告し、承諾を得る。 

 

【被災市町村災害対策本部への説明ポイント】 

１．「山梨県知事」からの指示で派遣されたチームである。 

２．当該市町村（の○○部・課）から要請があった。 

（要請はなかったが、県の判断により、派遣された。） 

３．「多職種」（高齢・障害・保育等具体的に）で編成された「福祉専門職のチーム」

である。 

４．福祉的視点でのアセスメントを通じて、要配慮者の選別、他施設への移送・別

室確保等のコーディネート、応急的な環境整備・ケア等を行う。 

５．現地福祉関係者での支援体制が整うまで、チームの追加派遣や、支援者のコー

ディネートによる支援を継続する。 

 

② 活動方針（場所・内容）の確認 

● 被災市町村災害対策本部から活動場所（避難所）や内容についての指示があれば、

指示に従う。その時点での被災市町村災害対策本部の全体的な方針についても確認

する。 

● 被災市町村災害対策本部が混乱しているなど、その場で活動方針が確定できない場

合は、福祉（要配慮者等）担当者等から情報収集し、ＤＷＡＴ事務局と協議のうえ

当面の方針を提案し、調整を図る。 

③ 指揮命令系統、報告要否の確認 

● 被災市町村災害対策本部、福祉・医療担当、その他の活動組織等の指揮命令系統・

担当者等を確認するとともに、報告の要否やタイミング・方法について確認を取る。 

④ 現地での緊急通行車両・駐車許可登録 
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● 緊急通行車両登録が済んでいない場合、また、現地であらためて登録が必要な場合

は手続きを行う。 

● 避難所によっては、駐車場所の確保・許可登録が必要な場合も想定されるので確認

する。 

 

【被災市町村災害対策本部への確認ポイント】 

１．活動場所（避難所・社会福祉施設・在宅等） 

２．被災市町村災害対策本部内の連絡・報告担当者 

３．連絡・報告担当者との連絡方法・タイミング 

４．活動場所の市町村担当者の有無 

５．（要移送者について）移送の判断・手続きの方法  

  

 

（２） 避難所での情報収集  

① 活動地域のライフラインの状況 

 ● 電気・ガス・水道・ガソリンスタンド・商業施設等の情報 

② 活動地域の道路状況、地図、天候 

 ● 避難者の移送等も想定した、通行止め箇所等の情報 

 ● 天気予報や余震等を考慮した、危険個所等の情報 

③ 活動地域の避難経路、連絡手段等の安全対策 

 ● 災害の状況に応じて、避難経路や連絡手段について、２重３重の安全対策を確認す

る。 

④ 活動地域の避難者の状況 

 ● 避難者の状況、被害の特性、被災地域の支援の全体像 など 

 ● 避難所・福祉避難所の開設状況 など 

⑤ 要配慮者（避難行動要支援者）の情報（事前リストの有無など） 

 ● 事前リストが被災地市町村で整備されていれば、その情報共有を求め、活動の資料

とする。 

 ● その際、どのような共有方式（関係機関・手上げ・同意など）で整備されたものか

も確認する。 

⑥ 他団体の活動状況 

 ● 活動地域・避難所で活動している、医療・福祉、その他特に連携が想定される団体、

ボランティアセンター等の窓口について把握する。 

⑦ 機能している施設・病院等の社会資源 

 ● 機能している福祉施設・病院、公共機関等を確認し、地図等を活用し把握する。 
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【連携が想定される他団体等】 

災害医療コーディネータ

ー 

救護班等の派遣等に関する調整体制を強化するため、災害時に被災

都道府県の災害対策本部の下に設置される組織において、救護班等

の派遣調整業務等を行う者 

ＤＭＡＴ 

（災害派遣医療チーム） 

災害急性期（おおむね発災後 48 時間以内）に活動できる専門的な

訓練を受けた災害派遣医療チーム。被災地現場での救急医療のほか、

広域医療搬送、病院支援、域内搬送などを行う。 

保健師チーム 

地方自治体の保健師が被災地に派遣され、住民の健康管理や情報収

集等、避難所等における被災者の健康管理に関する相談や関係期間

との調整を行う。 

ＤＨＥＡＴ 

（災害時健康危機管理支

援チーム） 

一定規模以上の災害が発生した際に、被災都道府県庁の保健医療福

祉調整本部及び保健所が担う指揮・総合調整（マネジメント）機能等を

支援するため、専門的な研修・訓練を受けた都道府県等の職員により

構成される応援派遣チーム。 

ＤＰＡＴ 

（災害派遣精神医療チー

ム） 

被災によって障害された既存の精神科医療システムの機能を支援し、

被災のストレスによって新たに生じた精神的問題を抱える被災住民に

対応するほか、被災者のケアを行う支援者に対する支援を行う。 

ＪＭＡＴ 

（日本医師会災害医療チ

ーム） 

医師、看護師、事務職員を基本としながら、被災地のニーズに合わせ

て薬剤師等の多様な職種も構成員として派遣される。活動内容として

は、主に災害急性期以降の医療・健康管理活動で、具体的には避難所・

救護所等における被災者の健康管理、避難所の公衆衛生対策、在宅患

者への診療、健康管理等を行う。  

災害支援ナース 

看護職能団体の一員として、被災した看護職の心身の負担を軽減し支

えるよう努めるとともに、被災者が健康レベルを維持できるように、

被災地で適切な医療・看護を提供する役割を担う看護職。 

ＪＲＡＴ 

（大規模災害リハビリテ

ーション支援関連団体

協議会） 

避難所の環境整備及び要配慮者の動きやすい居住環境のアドバイス

や応急的環境整備、生活不活発予防など早期からの自立生活再建、復

興を目指して支援を行う。 

JDA-DAT 

（日本栄養士会災害支援

チーム）  

被災者に対する栄養・食生活支援を行う。 

災害ボランティアセンタ

ー 

市町村社会福祉協議会等に災害ボランティアセンターが設置され、ボ

ランティアの派遣調整を行う。 

ＮＰＯ・ボランティア団体 自前の装備で被災地に駆けつけ、様々な被災者支援活動を行う。 
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（３） 活動避難所での確認  

① 避難所運営・管理者へ派遣内容、報告要否の確認 

 ● 避難所運営・管理者に対し、チームの派遣指示書（可能な場合は被災市町村災害対

策本部より出された派遣要請書）等を基に、派遣の経緯、活動の主旨等を説明し、

運営側の意向等を確認する。 

  ● 報告相談の要否や連絡体制・内容・タイミング・方法等について確認をする。 

② 避難所運営体制（班・役割分担）、受付、指揮命令系統の確認 

 ● 避難所内の連絡会議や組織、避難者の役割分担、責任者等の担当者を確認する。 

    アセスメントの重複を避けるために、受付等に、巡回型支援チーム等の受付を設置

することを提案し、福祉（保健）チームが要配慮者の情報を管理・提供できる連携

体制を構築する。（「聴き取り地獄」の防止） 

 ● 早期に、福祉避難室、感染症対策部屋、静養室等を確保できるよう、調整を行う。 

   急病者の対応方法を確認・確立する。（病院・消防・医療） 

③ 連絡会議等連携方法の確認 

 ● 既に支援に入っている団体や、その組織・役割等について確認する。 

 ● 避難所内連絡会議、要配慮者連絡会議等の設置の有無を確認し、設置されていなけ

れば、調整を図る。ただし、避難所内組織の立上げや連絡会議の設置については、

行政や住民のニーズ・方針等によって様々な判断がある。一概に促すのではなく、

生じた課題に応じてタイミングを計る又は地元の判断を尊重しながら、必要に応

じて改善を提言するように、保健・医療チーム等と連携する。 

 ● 保健・医療関係者の活動については詳細情報を入手し、連携方法について検討する。

特に、保健師チームの活動と重複がないよう、役割分担を明確にするなど綿密な連

携を図る。 

     

地元保健師、応援保健師（県内、県外）、滞在型・巡回型等の形態により連携方法

が変わると思われる。状況を見極め、協働での作業を提案し、連携の具体について

打合せを行う。 

・アセスメント表 

・要配慮者リストの共有・管理方法 

・電子化の方法 

・マッピング 

・夜勤等シフトの協力体制 

・協働でのアセスメント（ペアでのローラー等）等 

 

 ● 物の搬入や設置等、人手が必要な活動も想定されるため、ボランティア（センター）

の状況や、現地協力者（福祉関係者や住民）の状況も確認する。 
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④ 避難所環境（空間・備品）の確認 

 ● 避難者の生活環境、チームの活動に必要な環境を確認する。 

⑤ 避難所内活動拠点 

 ● 屋内の使用可能なデスクやスペース、状況によっては屋外にテントを構えるスペ

ース、駐車スペース等を確認する。 

⑥ 避難誘導経路の確認 

 ● 避難所内・外の避難誘導経路を予め確認し、チーム内の確認体制を共有しておく。 

※ 避難所における支援については、運営主体と十分連携しながら実施すること。 

なお、避難所は行政主体で運営されているケースのほか、避難者自身による自主組

織が中心となり、仕事を分担して運営されている場合もあるため、運営形態に応じ

たチーム活動を行うこと。 

※ 福祉避難所での支援は、運営主体及び避難所となっている施設の意向や状況を

確認しながら行うこと。 

  

（４） 生活環境の確保  

① 宿泊場所の確認・確保  

 ● 事前に宿泊場所が確保できていない場合は、民間等の宿泊施設、福祉施設を検討す

る。 

 ● その際、宿泊先への負担、安全性等も考慮のうえ決定する。 

 ● 有料施設の場合、銀行振込等、ＤＷＡＴ事務局とやり取りしてもらえるよう調整す

る。 

 ● 野営や避難所での宿泊がやむを得ない場合、必要な機材の手配、手続きを行う。  

② 必要なライフライン等の手配 

 ● チームの活動日数等を考慮し、購入が可能な現地の店舗等の確認や手配を行う。急

を要しない物は、ＤＷＡＴ事務局を通じた手配等も検討する。 

※ 可能であれば請求書払いを優先。請求書・領収書の宛名は「山梨県知事○○ 

○○」。但し書も詳細に。 

③ 避難経路の確認 

 ● 宿泊場所等における避難経路を確認しておく。チーム活動拠点と離れている場所

での避難の際の連絡方法についてもチーム内で共有しておく。 

 

（５） 計画作成等  

① 活動計画の作成（チームミーティング） 

 ● チームミーティングにより当面の活動計画を作成する。 

② 活動計画の報告・周知 

 ● ＤＷＡＴ事務局へは口頭または文書（山梨県災害派遣福祉チーム活動計画書（様式
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災第３号））で報告する。口頭報告の場合、ＤＷＡＴ事務局が記録する。 

 ● 被災市町村災害対策本部への報告等は、ＤＷＡＴ事務局経由等も検討する。 

③ 現地情報の報告 

 ● 現地の被害情報など、口頭または現地情報報告書（様式災第４号）にて、ＤＷＡＴ

事務局に報告する。 

 

応援と受援について 

山梨ＤＷＡＴの活動においては、被災地の意向に寄り添い、被災者・被災地の福祉の自

立を促進することが重要である。 

他都道府県で大規模災害が発生し、山梨ＤＷＡＴの応援派遣が要請された場合、派遣先

の県の行政や支援チームの方々をサポートする立場であることに留意すること。 

また、山梨県で大規模な災害が発生し、他都道府県ＤＷＡＴの応援を受けるケースで

は、他都道府県ＤＷＡＴはあくまでサポートする立場であることから、山梨ＤＷＡＴが

中心となって活動することを心がけること。 

 

 

４ 活動初期対応 

（１） 相談体制の確立  

① 避難所内福祉相談担当者の配置 

● 避難所運営・管理者と調整を図り、設営等を行うとともに、市町村担当者等とも運

営方法について調整を図る。既に避難所に福祉相談窓口が開設されている場合は、

チームとしてサポートすることを申し出るなど、窓口運営の方法について調整を

図る。 

 ● 窓口には女性の相談員を配置するよう調整する。（チーム員とは限らない。） 

 ● 窓口は、避難所受付付近に配置し、保健師等の健康相談コーナーや血圧測定コーナ

ーと併設する等、相談者の利便性や関係者との連携を考慮したものとし、チーム員

不在時の対応や表示等に配慮した体制にする。 

② チーム・相談体制の周知 

● チームが活動を始めること、相談を受け付けることについて、避難所利用者に周知

を図る。 

 ● 情報の伝達については、聴覚・視覚障害者等、伝達方法に工夫が必要な方がいるこ

とに留意する。 

 ● 情報発信のための避難所内における掲示スペースや、情報を受取る要配慮者に必

要な器具等の手配を行う。 
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（２） 緊急的ニーズの発見  

① スクリーニング 

 ● 避難所等において、保健師チームなどによるスクリーニング（保健福祉的トリアー

ジ）が行なわれていない場合、避難所等の生活継続が可能かを判断し、移送や別室

確保等を検討すること目的に行う。 

 ● 既に行われている場合は、福祉的支援が必要な方（チームが担当する方）の引継ぎ

を受ける。 

● 被災者が、何度も同じ聴き取りを受けないように、情報の共有や聴き取り方法等に

ついて対策を講ずる。 

（例）ボランティア等支援者受付の設置、要配慮者情報をワンストップで管理する

チーム（福祉又は保健が望ましい）の明確化、被災市町村災害対策本部（保

健福祉関係部局）等への働きかけ 等 

  ● 同時期に保健師チーム等が入った場合は、協働作業を検討する。 

② 関係者からの情報収集 

 ● 個別のスクリーニングによって得られた情報だけではなく、関係者からの情報に

より、新たなニーズの発見や、要配慮者情報の補完を行う。 

③ 支援対象者名簿の作成 

 ● スクリーニング等により福祉的支援を必要とした方の名簿の作成を行う。  

④ 情報共有 

 ● 要配慮者のマッピングを行い、避難所運営・管理者及び各支援者等と共有を図る。 

・ 巡回型チームへの情報提供 

・ 要「避難支援」者の避難支援（火災・余震等） 

  

（３） 優先的な移送  

① 緊急入院（病院への移送） 

 ● 医療施設への移送が必要と予想された場合は、保健・医療班等に引継ぐ。 

② 緊急入所（入所・ショートステイ等福祉施設への移送） 

 ● 緊急入所が必要であると判断した場合は、避難所運営・管理者と市町村と協議し、

入所の要否を決める。 

 ● 原則として、本人、家族の同意を得る。 

 ● 移送先等のコーディネートは現地市町村担当者（福祉担当・保健師等）に依頼する。 

 ● 移送が確定した場合は、避難所運営・管理者にも報告等するとともに、避難所名簿

等の調整を行う。 

 ● コーディネートを市町村担当者から委任された場合は、現地福祉サービス関係者

等と協議のうえ移送先を決定し、移送方法等の調整を図る。 
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③ 福祉避難所、他の避難所への移送 

 ● 福祉避難所や他の避難所で、より適切な支援が提供できる場合は、移送を検討す

る。（設備が充実している、身近な支援者がいる等が想定される。） 

※ ②・③の場合、チーム員による移送や付添も想定されるが、移送先や市町村での

送迎手配を優先してコーディネートする。 

 

（４） 必要物資の確保  

現地の資源、市町村等の備蓄品を活用し、早急に必要な機材の手配を行う。 

① 医療・福祉用具、機器 

② 特別食等 

 ● 同様に、食物アレルギーや経管栄養食等、避難所に準備される食事で、対応が難し

い方の食事を手配する。（対象者がいる場合、栄養士との連携も視野に入れる。） 

③ 衣服等生活用具 

 ● 衣服が濡れている等で生活用品の手配が必要な方の対応をする。 

 

（５） 福祉避難室の確保  

① 避難所運営・管理者との協議 

 ● 福祉避難室用の別室確保ができるよう調整を図る。要配慮者の人数等を踏まえ、必

要に応じて別室を福祉避難所として設置することを避難所運営・管理者等に助言

する。 

 ● スクリーニング結果を踏まえ、その特性に応じた環境が構築できるよう部屋の選

定を行う。 

② 福祉避難室の設営 

 ● 人手が必要な場合、ボランティアの活用や避難者の中から応援を募るなどし、設営

を行う。 

 ● 避難所にある利用可能な備品等を確認し、避難所運営・管理者に了承を得るととも

に、避難室閉鎖時に原状復帰できるよう、物品の管理も行う。（借用した物品のリ

スト等を整備しておく。） 
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スクリーニング  

≪実施する状況例≫  

・避難者が相当数殺到し避難所が混乱していて、要配慮者の把握ができていない。 

・２次避難の必要があり、避難者の中から要配慮者を優先して選別する必要がある。  

・避難所に環境が整っておらず、他避難所等へ緊急的に移送する必要がある。 など  

≪手順≫  

１．福祉（要配慮者専用）相談窓口を避難所受付に設置し、新規避難者の対応をする。  

２．２人ペアになり、世帯単位で聴き取りしていく。余裕のある場合は、プライバシー 

等に配慮したスペースでの聴き取りに努める。  

３．その際、要配慮者がいない世帯にも知人等で要配慮者がいないか情報収集する。  

４．アセスメント内容は、「アセスメント表・ケース記録【様式５】」のうち緊急項目を中 

心に、必要最低限の聴き取りを行い判断する。  

５．可能な限りチームの合議により判断する。  

６．聴き取った個人情報について、支援関係者等と共有することがあることを説明し、同 

意を得る。  

７．（必要に応じて腕章で色わけや目印をつける等、所在・情報等の共有を図る） 

 ≪分類≫  

ご本人の状態、避難所内の環境等を踏まえ総合的に判断し、次の４つに分類する。 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移送 緊急入院・緊急入所、移送（福祉避難所等） 

別室確保 指定一般避難所内等の福祉避難室で対応 

要観察 一般避難スペースで対応・見守り 

対象外 支援の必要なし 
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資料 【全国保健師長会 H25 発行「大規模災害における保健師の活動マニュアル」におけ

る「保健師による保健福祉的視点でのトリアージ」】 

分類 対象者 対象者の具体例 

ステージⅠ  

避難所等での集

団生活が困難で、

常時専門的ケア

が必要なレベル 

医療依存度が高

く医療機関への

保護が必要 

人工呼吸器を装着している者、気管切開等があり吸引等

の医療行為が常時必要な者 

福祉施設での介

護が常時必要な

避難者 

医療ケアが必要でない重度の障害者、寝たきり者で介護

が常時必要な者 

ステージⅡ  

他の被災者と区

別して専門的な

対応をする必要

があるレベル 

福祉的なニーズ

が高く介護援助

等の継続が必要

な者 

軽中度の要介護高齢者等日常動作や生活面での一部介助

や見守りが必要な要介護高齢者 

精神障害・発達障害・自閉症等で個別の対応が必要児・者 

軽中等度の障害者等日常動作や生活面での一部介助や見

守りが必要な視力障害者、聴力障害者、身体障害者 

医療的なニーズ

が高く医療やケ

アが必要な者 

医療的なケア（在宅酸素、人工透析、インシュリン注射など）

の継続が必要な者 

感染症で集団生活場面からの隔離が必要な者インフルエ

ンザ、ノロウイルス等 

乳幼児、妊産婦など感染症の防御が特に必要な者 

親族の死亡、ＰＴＳＤなどで精神的に不安定で個別支援が

必要な者 

※状況に応じて医師の判断により被災地を離れる必要性

がある 

ステージⅢ  

定期的な専門家

の見守 り や 支 

援 が あ れば、

避難所や在宅生

活が可能なレベ

ル 

医療的なニーズ  慢性的な疾患があるが、内服薬の確保ができれば生活が

可能 

精神的に不安定さや不眠などの症状はあるが、見守りや

傾聴などの支援が必要な者 

福祉的なニーズ 見守りレベルの介護が必要で、ヘルパーや家族等の支援の

確保ができれば、避難所や在宅生活が可能な者 

高齢者のみ世帯等で、ライフライン途絶により、在宅生活

の継続のために生活物資の確保に支援が必要なレベル 

保健的なニーズ 骨関節系疾患や立ち座りに支障がある高齢者等、生活不

活発病予防のために、椅子の配置や運動の促しなどの支

援が必要なレベル 

ステージⅣ：現状では生活は自立して、避難所や在宅生活が可能なレベル 
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５ 活動の実際  

 

避難所生活で想定されるニーズ困りごと対応 

時期 想定されるニーズ・困りごと 対応 

避
難
所
生
活
ス
タ
⺳
ト
時 

○避難所の多くの人が急な環境変化に戸惑い生活の   

 不自由さを感じる 
  

・家族等の安否確認ができない 環境整備 

・高齢者・障害者等、生活環境が変わり介助が必要 身体的ケア 

・環境変化により子どもの心身が不安定 こころのケア 

・服薬ができない 子育て支援 

・更衣をできる空間がない 健康管理 

・いびきがうるさくて眠れない   

・洗濯する環境がない、干す場所がない   

・授乳できる環境がない   

・食物アレルギーへの不安等   

避
難
所
生
活
安
定
期 

○避難所の中で徐々に落ち着きを取り戻す頃になると、

平常時の生活と比較した不安を感じる。 
  

・生活上の諸物資の不足 身体的ケア 

・将来生活への不安 こころのケア 

・福祉サービスの利用 子育て支援 

・集団生活への不便、ストレス 健康管理 

・衣食機能の低下、喪失 相談支援 

・衣食生活費の不足 リハビリ 

・仕事の再開、復帰 コミュニケーション 

・育児、保育困難 リラクゼーション 

・介護問題 ロコモ予防＊ 

・エコノミークラス症候群 窓口への案内など 

・生活不活発病   

・感染症のリスク、ＰＴＳＤ、ノイローゼ等   

・各種申請手続きの相談   

＊ ロコモ：運動器の障害（筋力低下等）により移動能力が低下している状態を指すロ

コモティブシンドロームの略称。ここでは、避難生活による運動不足から引き起こされ

る生活不活発病や介護度の悪化等も含めてロコモと表現している。 
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（１） 相談支援  

① アセスメント・対応策 

 ● スクリーニング等の結果から支援対象とした方の詳しいアセスメントをアセスメ

ント表・ケース記録（様式災第５号）にて行い、当面の対応策を作成する。 

 ● 対応策については、原則として本人または家族の同意を得たうえで実施する。 

 ● 実施された支援については同様式に経過等を記録しておく。 

 ● 避難生活が中長期に想定される場合、避難所内でのサービス利用や介護・区分認定

等の手続き等も視野に入れておく。 

 ● 相談にあたっては、要配慮者が自分の情報を伝えるために、事前に準備している情

報ツール（カード等）や、お薬手帳等の情報も参考にするようにする。（情報が古

くなっている場合もあるので、注意が必要。） 

【個人情報の管理・取扱】 

※相談記録表やアセスメント表の管理は、引継ぎ等を徹底し紛失等が無いように

留意する。 

※関係者との個人情報の共有については、概ね災害時等緊急時の場合、本人の同意

を得ずに取り扱いが可能とされているが、提供を受ける際に元々同意を得てい

る情報なのかを確認する、本人・家族に可能な限り確認を取る等の対応に務める

こと。 

 

 ● 手話通訳者が必要な場合は、避難所運営者等を通じて手配を行う。それが難しい場

合は、県福祉保健総務課等を通じて被災地外から派遣を調整する。表示物、支援者・

必要物品の手配、怪我・疾病の対応等支援の項目が多岐に渡ることが想定されるこ

とから、会話・文書等の理解度を測るとともに、早期に専門職の手配を図る。 

② 潜在的ニーズの掘り起こし等 

 ● 一般避難者の中にも新たなニーズが生じていないか、スクリーニングの際に見逃

したニーズはないか等、巡回や連絡会議等での他の支援者からの情報により、ニー

ズの掘り起こしを行う。 

 ● 他の避難所等から新たに移送されてくるケースも想定される。受入れの可否や、他

の避難所の状況等について把握しておく。 

③ 要観察者等への巡回 

 ● スクリーニングで観察が必要とされた方へは、定期的に巡回し、必要に応じて対策

を講じる。状態の変化を観察し、必要に応じて福祉避難所等へ移送を検討する。 

 ● 被災市町村災害対策本部等から在宅避難者への巡回を求められた場合は、対応の

可否をＤＷＡＴ事務局と協議する。 

④ 復旧・復興に向けた生活相談（復旧・復興期を見据えた支援） 

 ● 発災初期からでも個々の生活の復旧・復興に向けた相談対応ができるよう、つなぎ
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先などの情報を収集するとともに、復旧・復興期までの中長期的な視点から当座の

支援を組み立てる。 

 ● 仮設住宅への移行や在宅復帰等、避難所生活が解消される方についても、引き続き

福祉的支援が必要な場合、地域でも円滑に支援が受けられるよう関係者に引継ぎ

を行う。 

 

（２） 環境整備  

① 個々の生活空間の整備 

● 支援対象者の居住空間や衣食住に必要な機材等を、プライバシー保持などの配慮

を行いながら整備する。日中の生活環境だけではなく、夜間の睡眠確保等の観点か

ら用具や照明等の対策も講ずる。 

 ● 盲導犬等補助犬に対する必要な対策も講ずる。 

 ● 視覚障害者や、移動困難者などについては、トイレ等への導線の確保とそれに応じ

た居住スペースの配置を行う等の対応をする。 

② 女性・妊産婦・子どものための環境整備 

 ○ 女性等への配慮 

● 異性の目線が気にならない物干し場、更衣室、休養スペースを設ける 

● 単身女性や女性のみの世帯用エリア 

● 安全で行きやすい場所の男女別トイレ、入浴設備の設置（仮設トイレは女性用を多

めに）、障害者も含めだれもが使いやすいユニバーサルデザインのトイレ 

● 女性トイレ、女性専用スペースへの女性用品の常備 

● 管理責任者に男女両方を配置 

● 自治的な運営組織の役員に女性も参加する 

● 女性や子育て家庭の意見やニーズを把握 

● 女性用品（生理用品、下着等）の女性担当者による配布 

● 配偶者から暴力を受けた被害者らの避難者名簿の管理徹底 

● 就寝場所や女性専用スペースなどの巡回警備、暴力を許さない環境作り 

● 防犯ブザーやホイッスルの配布 

● ＬＧＢＴへの配慮 

○ 子ども子育て支援  

● 避難所では、一見健康に見える子ども達（乳幼児、小・中・高校生）も、大きなス 

トレスを抱えていることも多く、適切な居場所がない・発達や健全育成に必要な遊

びや学びの機会がない等の環境におかれることから、専門職の支援が必要である。 

● 子どもの支援は保護者も考慮して進める必要があり、包括的に対応する。 

・乳幼児世帯専用部屋、遊びコーナー、学習コーナーの確保・運営 

・保育所、児童館・放課後児童クラブ等利用調整 
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● 必要に応じて、他の団体等による遊びの提供等の支援や、学生ボランティア等によ 

る学習支援を調整する。 

● 多感な年齢（小中高生）に対しては、性別毎の配慮や、専門チームによるこころの

ケア等を調整する。 

● 乳幼児について、それぞれの発達状況に応じて繊細な配慮が必要な時期である。一

概に画一的な支援に留まることなく、保護者の意向に基づき最大限の支援に努め

る。（例：おむつやミルクの種類、トイレトレーニング、遊びの趣向） 

● 産後、体調やメンタルが安定しない母親も少なくない。保健師等と連携して、安心

できる環境構築（広域避難等も視野に）に努める。 

③ バリアフリー化 

 ● 福祉避難室のみならず、避難所内環境のバリアフリー化を検討する。 

④ 排泄環境の整備 

 ● 身障用・手すり・洋式・オストメイト用等のトイレ環境、オムツ交換専用のスペー

スや必要物品の配置について整備する。 

⑤ 入浴・清拭・口腔ケア等の環境整備 

● 大規模災害時の初期において、入浴設備の設置は優先度が低いが、できる限り早期

に入浴設備が利用できるよう手配する。 

 ● 入浴設備への手すり等の設置を検討する。 

 ● 時間を区切って要介護者等の支援を行う。 

 ● 褥瘡の疾患等により清拭やシャワー浴等が必要な方について、スペースや機材の

確保に努める。 

⑥ 感染予防対策 

● 多数の人が生活する避難所では、感染症は拡大しやすいため、感染予防に努め、発

生動向に注意し、早期対応を行うことが大切である。 

  ● 発生源を隔離するための別室を確保 

 ● 保健・医療関係者や避難所運営・管理者と連携し、感染予防のための機材の配置や、

排泄時・食事時などの手洗い消毒を励行 

 ● 嘔吐物処理セットの準備 

 ● 十分な換気に配慮 

⑦ ごみ処理 

● 基本的に市町村が指定する方法により処理するが、そのルールが定まっていない

場合は避難所運営・管理者と協議しルール作りをする。オムツや排泄物、残飯、医

療ゴミなどの処理について安全な方法を検討する。 

⑧ 防火・防犯対策 

 ● 要配慮者への啓発など防火対策を十分講じるとともに、チームにおいても発電機

などの火器の取扱い等に注意し、万が一に備え消火対策を講じておく。 
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 ● 防犯について、被害に遭いやすい子ども、高齢者、女性等から危険個所・必要な対

応を聴き、照明の増設などの環境の改善について、避難所運営・管理者等と対策を

講じる。 

 

（３） 生活支援  

① 情報の提供・収集 

 ● 行政や避難所から発信された情報の取得に格差が生ずることのないようする。掲

示物や定期的な情報発信の場の提供だけではなく、個別に確認するようにする。 

 ● 個人への物資の配布方法・時間等を確認し、必要な要配慮者に物資が届くよう体制

を構築する。 

 ● 本人からの排泄の訴えなど、チーム員が常時そばにいなくても、周囲の協力者を介

して即座にチーム員がその情報を受取れるような策を講じておく。 

② 健康管理 

早期に体を動かす機会を提供するなど生活習慣病や要介護度の悪化防止、生活不

活発病の予防策を講ずるとともに、震災関連死の防止、こころのケア等の観点から、

支援対象者の健康・活動状況等に注視し、必要な支援策を講ずることが必要である。 

〇 体制整備 

 ● 定期的なバイタルチェックなどの健康管理は、基本的に保健師・救護班等の医療職

の支持を仰ぐ。（福祉職による医療行為は行わない。） 

 ● 高齢者の中には定時で血圧測定が必要な方が多い。相談コーナーに計器を常設し、

保健師の健康相談コーナーの機能を兼ねる等の対応を検討する。また、チームが撤

収した後にも、各自で管理ができるよう考慮する。 

 ● 生活不活発病予防の取組を構築する。（散歩・ラジオ体操・介護予防体操）保健と

の連携の下、必要性を避難者に説明し、関係者やボランティア等に協力を求めなが

ら、チーム撤収後も継続して取組みができる体制を構築する。 

 ● マスコミの取材が集中しがちな日中在籍する高齢者等は、健康に被害が及ぶ恐れ

がある。必要に応じて規制等の提案を避難所・被災市町村災害対策本部へ提案でき

るよう、医療・保健班と連携する。 

〇 個別対応 

 ● 急変時のバイタルチェック（血圧・脈拍・呼吸数）や様子観察（血色・脱力・痙攣

等）は落ち着いて行い、詳しい情報を医療職に伝えるように努める。 

 ● 個別に急変時等の対応方法の確認が必要な方についても、予め医療職に確認して

おく。（てんかん等の発作、インスリン、血圧、精神疾患等） 

 ● 服薬の管理等に支援が必要な方の支援を行う。 

 ● 体温調節が難しい方などに注意し、室温管理や防寒対策等の個別の対策を講ずる。 

 ● 清潔保持の観点等から、更衣等が適切に行われるよう支援を行う。 
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③ 食事・排泄・入浴・清拭・口腔ケア等の支援 

● 家族がいないなど介助が必要な方については、介助者の手配やチーム員による介

助を検討する。家族など介助者がいる場合は、必要な助言を行う。 

 ● 食物アレルギーのある方については、サインプレート等を活用するなど引継ぎを

徹底し、事故防止を図る。 

 ● 慢性疾患等により特定の栄養素等について管理が必要な方に対しては、医師に確

認のもと、栄養士等の協力を得て早期に対応できるようにする。 

④ 夜間支援 

 ● 福祉避難室等で夜間の支援が必要な場合は、協力者も募った上でシフトを組み対

応する。 

 ● 夜間支援が継続する状況であれば、チーム員の増員等をＤＷＡＴ事務局に打診す

る。 

 ● 夜間支援に当たったチーム員は、翌日十分休息が取れるように配慮する。 

⑤ 外出支援 

 ● 通院・買物等外出時の移動についてニーズがある場合は、公助、共助、福祉サービ

ス、ボランティア、レンタカー等のコーディネートに努めるほか、避難所のニーズ

として被災市町村災害対策本部等へ報告・提言する。 

⑥ こころのケア 

 ● 要配慮者のこころのケアはもとより、介護等の支援が必要のない中高生や男性な

どについても、災害時のストレスによりケアが必要な場合がある。 

 ● 地元の支援関係者も被災者であり、ストレスの軽減に向けたサポートとケアに努

める。 

 ● チーム員同士についてもケアが必要である。気負いすぎはストレスとなるので、

「Best ではなく Better でよい。」という感覚で構わない。特に、死亡者の対応を

したチーム員はストレスが大きいので注意すること。 

 ● DPAT・こころのケアチーム・保健・医療チーム等との連携を構築し、状況に応じて

精神保健福祉士チーム員等の手配を検討する。 

 

資料【ＷＨＯ心理的応急処置（サイコロジカルファーストエイド）フィールドガイド】 

「支援者が倫理上すべきこと、してはならないこと」より抜粋・編集  

  ・支援を押し付けない。 

  ・無理に話をさせず、あとから支援を受けることができることを伝える。 

  ・プライバシーを尊重し、聞いた話については秘密を守る。 

  ・相手の文化、年齢、性別を考えて、それにふさわしい行いをする。 

  ・できない約束をしたり、誤った情報を伝えたりしない。 
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（４） ルーチン業務  

① チームミーティング 

 ● １日１回以上、チームのミーティングを行い､情報共有を図る。 

 ● 必要に応じてケア会議、カンファレンス等を開く。 

 ● チームが適切に活動できるよう、チーム員の増員、後発チームの前倒し、ボランテ

ィア福祉専門職の手配等を検討する。 

② 連携と情報収集 

 ● 定期的な連絡会議への参加や、積極的な関係者との連携により、常に情報を収集す

る。 

③ 活動記録・報告 

 ● 活動の履歴については、任意の様式（Word へ打ち込み、引継ぎノートへの記入等）

にて記録し、主な事項等を日毎に活動日報（様式災第６号）にまとめ、ＤＷＡＴ事

務局へも報告する。（活動日報は活動終了後の報告や費用精算の根拠資料として活

用されるため正確に記入する。） 

 ● その他、相談者や要配慮者の対応記録など、記録漏れの無いよう確認する。 

 ● チーム内で、引継ぎノート等を活用し情報の共有を図る。 

 ● 必要な場面は、写真や動画に記録し、情報として活用するとともに、必要なものを

日報とともにＤＷＡＴ事務局へ報告する。 

 ● 要配慮者リスト等の様式は任意とするが、過去の活動で使用したものを活用でき

るよう、予めＰＣや記録媒体に保存したうえで、資機材として持ち出す。 

④ チーム員の健康管理 

 ● チームのリーダーを中心にチーム員の健康チェックを行う。 

 ● チーム員自らもセルフチェックに努め、申告する。 

※ 被害のひどい場面や、死亡者の対応をしたチーム員のメンタルヘルスについ

ては注意 

⑤ チーム資機材等の管理 

 ● 持込んだ車両や資機材について、適切に管理する。 

 

６ 引き上げ 

（１） 引き上げ  

① チームの交代 

 ● 引き続きチームによる支援が必要と予想される場合、事前にＤＷＡＴ事務局等と

協議する。 

 ● 被災市町村災害対策本部等と協議が必要な場合は、ＤＷＡＴ事務局にその旨伝達

するとともに、リーダーが中心となって調整を図る。 

 ● 引継ぎに十分な時間が取れるよう、調整を図る。 
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 ● 山梨県災害派遣福祉チーム引継書（様式災第７号）により、引継書を作成する。 

 ● 書類の引継ぎのみに留まることなく、要配慮者への顔つなぎ等、引継ぎを受ける側

が安心して臨めるように行う。 

 

引継ぎのポイント 

  ・どのような組織体制、班編制で行われているか 

   ・どのような団体が加わり、役割分担が行われているか 

  ・組織体制の特徴 

  ・被災地内外でのキーパーソンについて 

  ・他の支援関係者の活動がどのように行われているか 

  ・前任者から見た、活動上の課題 

   ・後任者に伝えておいた方が良い重要な決定事項及び決定の経緯 

   ・今後の主なスケジュール、状況・ニーズ変化や今後の活動展開の想定 

   ・その他、特筆すべき事項 

 

② 中長期支援への橋渡し 

 ● 現地関係者によりコーディネートが可能になる等、体制が整備されたうえで、福祉

専門職による支援の継続が必要な場合は、ＤＷＡＴ事務局、県及び被災市町村災害

対策本部と協議のうえ、支援団体等と調整を図り、引継ぎ及びチーム撤収の準備を

進める。（福祉避難室の運営、相談コーナーの継続、入浴・子ども等個別支援など） 

③ チーム派遣の終了 

 ● 避難所の閉鎖、現地関係者により支援が可能になる等、チームによる支援の必要性

が少なくなったと判断される場合は、ＤＷＡＴ事務局、県及び被災市町村災害対策

本部と協議のうえ、引継ぎ及びチーム撤収の準備を進める。 

 

（２） 帰任  

① 活動報告書の提出 

 ● 山梨県災害派遣福祉チーム活動報告書（様式第９号）により、ＤＷＡＴ事務局に報

告する。 

● 現地活動に際し、必要な資機材の購入が発生した場合は、領収書を添付のうえ、別

紙活動経費報告書を活動報告書と併せて提出する。 

② マニュアル等の課題の提言 

 ● 必要に応じ、活動を通じて挙げられる課題等を整理し、ＤＷＡＴ事務局に報告する。 

③ 派遣チーム員のメンタルヘルスケアの実施 

 ● 帰任したチーム員へのメンタルヘルスケアを実施する。 
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